
7 2025.11

※入場券に記載されている投票所で投票してください

　鳥栖市議会議員選挙が、11月16日（日）に行われます。投票時間は7時から
20時までです。忘れずに投票しましょう。
　投票所は右ページの一覧のとおりです。自分の投票所を確かめてお越しく
ださい。なお、開票は同日21時から市民体育館で行います。また、開票速報を
市ホームページに掲載します。
　大切な一票を無駄にせず、忘れずに投票しましょう。

■投票できる人
①平成19年11月17日以前に生まれた人
②転入してきた人については①の人で、今年
　の8月8日までに鳥栖市に転入届を出し、引
　き続き投票日まで市内に住所を有する人

　なお、選挙人名簿に登載されている人で、期
日前投票が始まる前に鳥栖市から転出する人
は投票できませんが、期日前投票期間中に転
出する場合は、転出前に期日前投票をするこ
とができます。

■期日前投票
　投票日に、仕事やレジャー、病気などの事情
で投票所へ行くことができないと見込まれる
人は、期日前投票をすることができます。
　入場券の裏面が『宣誓書』になっていますの
で、期日前投票を利用する人は、事前に『宣誓
書』に氏名、生年月日を記入して期日前投票所
に持参してください。投票日の投票所と同じ
ように投票用紙を直接投票箱に投函すること
ができます。入場券が届いていない場合は、運
転免許証など本人であることを証明できるも
のを持参してください。

■入場券は郵送します
　投票所入場券は『郵便はがき』で送付しま
す。入場券を受け取ったら、住所、氏名、投票所
などをよく確かめて投票日当日、投票所へ忘
れずに持参してください。
　10月25日以降に市内で転居した人は、入場
券に表示された投票所で投票してください。
　なお、入場券が届いていなくても、選挙人名
簿に登録されている人は投票できます。免許
証など本人であることを証明できるものを持
参してください。

■指定病院などでの不在者投票
　不在者投票ができる施設として指定を受け
ている病院、老人ホーム（市外も可）などに入
院（入所）している人は、その施設で不在者投
票ができます。

■投票所一覧

■市外での不在者投票
　市外に長期旅行中の人や滞在中の人は『不
在者投票請求書兼宣誓書』に必要事項を記入
し、郵便などで鳥栖市選挙管理委員会に投票
用紙の請求をすれば、滞在地の選挙管理委員
会で投票ができます。
　手続きに日数がかかりますので、早めに請求
してください。なお、請求書は市ホームページ
にも掲載していますので、印刷してご利用くだ
さい。マイナンバーカードを持っている人は、
マイナポータルを利用して投票用紙のオンラ
イン請求ができます。
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鳥栖北まちづくり推進センター

本町会館

秋葉町公民館

鳥栖まちづくり推進センター

鳥栖市社会福祉会館

高田町公民館

田代まちづくり推進センター

神辺町公民館

野菜集荷兼集落センター

若葉まちづくり推進センター

基里小学校体育館

酒井西町公民館

姫方町公民館

桜町公民館

鳥栖市役所

蔵上公民館

麓まちづくり推進センター

平田町公民館

江島町公民館

村田町公民館

旭まちづくり推進センター

下野町公民館

弥生が丘まちづくり推進センター

本鳥栖町、古野町、鎗田
町、土井町、神辺合町

本町、大正町

秋葉町、本通町、京町、東町

藤木町、今泉町、南部団
地、真木町、つばさ鳥栖

轟木町、元町

高田町、安楽寺町、水屋町

田代昌町、田代新町、田代
上町、田代外町、田代外町
住宅区、田代大官町、田代
本町、永吉町

神辺町、加藤田町

河内町

萱方町、古賀町、古賀団地、
浅井町、柳区、虹が丘町

曽根崎町、飯田町、原町

酒井西町、酒井東町

姫方町、幡崎町

桜町、松原町

宿町、布津原町、事業団宿舎

蔵上町、蔵上１～４丁目、
養父町、牛原町

山浦町、原古賀町、山都
町、桜ケ丘町

平田町、立石町（一部を除
く）、一本杉区

江島町、青葉台、三島町於
保里

村田町、西新町、村田新
町、競馬場団地、桟敷団
地、立石町の一部

儀徳町、幸津町、前田町、
西田町、あさひ新町

下野町、三島町不動島、三
島町田出島

今町、柚比町、弥生が丘１
～８丁目

■郵便などによる不在者投票
　身体に重度の障害などがある次の人は、自宅
で郵便などによる不在者投票ができます。

（1）身体障害者手帳の交付を受けた人で
　①両下肢などの障害の程度が1級と2級の人
　②内臓機能の障害の程度が1級と3級の人
　③免疫・肝臓の障害の程度が1級から3級まで
　　の人

（2）戦傷病者手帳の交付を受けた人で
　①両下肢などの障害の程度が特別項症から
　　第2項症までの人
　②内臓機能の障害の程度が特別項症から第
　　3項症までの人

（3）介護保険被保険者証の要介護状態区分が
　　要介護5の人

　この制度を利用するためには事前の申請が
必要です。また、この制度に当てはまる人で、上
肢または視覚の障害の程度が1級の人は、代理
記載の制度を利用することができます。これも
事前に市選挙管理委員会で手続きが必要です。
※前記の身体障害者手帳、戦傷病者手帳の障害
　の程度については、県知事が同程度の障害と
　して証明した書面による場合を含みます

■感染症対策
●ご来場の皆さまへのお願い
　ご来場の際は周囲の人と距離を保つようお
願いします。投票所には鉛筆を用意していま
すが、筆記用具の持参も可能です（鉛筆か
シャープペンシルが望ましい）。感染症対策に
ご理解とご協力をお願いします。

●とき　11月10 日（月）～15日（土）
8時30分～20時

●ところ　市役所1階多目的ホール

●持ってくるもの　入場券（すでに手元に届
　いている場合）

投票区/投票所 対象地区

鳥栖市議会議員選挙
投票日は11月16日（日）

問い合わせ　市選挙管理委員会事務局　☎0942-85-3507

■投票
　候補者１人の氏名を間違いなく記載して、
投票箱に入れてください。候補者の氏名以外
のことを書くと、無効になる場合があります。
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※入場券に記載されている投票所で投票してください

　鳥栖市議会議員選挙が、11月16日（日）に行われます。投票時間は7時から
20時までです。忘れずに投票しましょう。
　投票所は右ページの一覧のとおりです。自分の投票所を確かめてお越しく
ださい。なお、開票は同日21時から市民体育館で行います。また、開票速報を
市ホームページに掲載します。
　大切な一票を無駄にせず、忘れずに投票しましょう。

■投票できる人
①平成19年11月17日以前に生まれた人
②転入してきた人については①の人で、今年
　の8月8日までに鳥栖市に転入届を出し、引
　き続き投票日まで市内に住所を有する人

　なお、選挙人名簿に登載されている人で、期
日前投票が始まる前に鳥栖市から転出する人
は投票できませんが、期日前投票期間中に転
出する場合は、転出前に期日前投票をするこ
とができます。

■期日前投票
　投票日に、仕事やレジャー、病気などの事情
で投票所へ行くことができないと見込まれる
人は、期日前投票をすることができます。
　入場券の裏面が『宣誓書』になっていますの
で、期日前投票を利用する人は、事前に『宣誓
書』に氏名、生年月日を記入して期日前投票所
に持参してください。投票日の投票所と同じ
ように投票用紙を直接投票箱に投函すること
ができます。入場券が届いていない場合は、運
転免許証など本人であることを証明できるも
のを持参してください。

■入場券は郵送します
　投票所入場券は『郵便はがき』で送付しま
す。入場券を受け取ったら、住所、氏名、投票所
などをよく確かめて投票日当日、投票所へ忘
れずに持参してください。
　10月25日以降に市内で転居した人は、入場
券に表示された投票所で投票してください。
　なお、入場券が届いていなくても、選挙人名
簿に登録されている人は投票できます。免許
証など本人であることを証明できるものを持
参してください。

■指定病院などでの不在者投票
　不在者投票ができる施設として指定を受け
ている病院、老人ホーム（市外も可）などに入
院（入所）している人は、その施設で不在者投
票ができます。

■投票所一覧

■市外での不在者投票
　市外に長期旅行中の人や滞在中の人は『不
在者投票請求書兼宣誓書』に必要事項を記入
し、郵便などで鳥栖市選挙管理委員会に投票
用紙の請求をすれば、滞在地の選挙管理委員
会で投票ができます。
　手続きに日数がかかりますので、早めに請求
してください。なお、請求書は市ホームページ
にも掲載していますので、印刷してご利用くだ
さい。マイナンバーカードを持っている人は、
マイナポータルを利用して投票用紙のオンラ
イン請求ができます。
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酒井西町、酒井東町
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■郵便などによる不在者投票
　身体に重度の障害などがある次の人は、自宅
で郵便などによる不在者投票ができます。

（1）身体障害者手帳の交付を受けた人で
　①両下肢などの障害の程度が1級と2級の人
　②内臓機能の障害の程度が1級と3級の人
　③免疫・肝臓の障害の程度が1級から3級まで
　　の人

（2）戦傷病者手帳の交付を受けた人で
　①両下肢などの障害の程度が特別項症から
　　第2項症までの人
　②内臓機能の障害の程度が特別項症から第
　　3項症までの人

（3）介護保険被保険者証の要介護状態区分が
　　要介護5の人

　この制度を利用するためには事前の申請が
必要です。また、この制度に当てはまる人で、上
肢または視覚の障害の程度が1級の人は、代理
記載の制度を利用することができます。これも
事前に市選挙管理委員会で手続きが必要です。
※前記の身体障害者手帳、戦傷病者手帳の障害
　の程度については、県知事が同程度の障害と
　して証明した書面による場合を含みます

■感染症対策
●ご来場の皆さまへのお願い
　ご来場の際は周囲の人と距離を保つようお
願いします。投票所には鉛筆を用意していま
すが、筆記用具の持参も可能です（鉛筆か
シャープペンシルが望ましい）。感染症対策に
ご理解とご協力をお願いします。

●とき　11月10 日（月）～15日（土）
8時30分～20時

●ところ　市役所1階多目的ホール

●持ってくるもの　入場券（すでに手元に届
　いている場合）

投票区/投票所 対象地区

鳥栖市議会議員選挙
投票日は11月16日（日）

問い合わせ　市選挙管理委員会事務局　☎0942-85-3507

■投票
　候補者１人の氏名を間違いなく記載して、
投票箱に入れてください。候補者の氏名以外
のことを書くと、無効になる場合があります。
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新型コロナウイルス感染症の影響で、各種イベントなどは中止・延期・内容変更
となる場合があります。詳しくは、各問い合わせ先にご確認ください。

「記事ID」をご利用ください
市ホームページの記事ID検索窓に、市報に掲載しているIDを入力することで情報を確認できます。

まちセン講座に参加される皆さんへ
講座受講の際は、検温や手指消毒などへのご協力をお願いします。
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